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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  計 数 ス イ ッ チ を 有 し 、
  計 数 通 知 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ り 、
  計 数 通 知 に は 計 数 点 情 報 が 含 ま れ て お り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て い な い と き に 計 数 通 知 の 送 信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が ０ で あ  
る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 が 経 過 す る よ り も 前 に 計 数 ス イ ッ チ が 離 さ れ た 後 で 計 数 通 知 の 送  
信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が １ で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で  
あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 以 上 に 亘 っ て 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ て い る と き に 計 数 通 知 の 送  
信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が 所 定 値 で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可  
能 で あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 が 経 過 す る よ り も 前 に 計 数 ス イ ッ チ が 離 さ れ た 後 で あ っ て 計 数 通  
知 の 送 信 タ イ ミ ン グ と な る 前 に 再 度 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ て い る と き に 当 該 送 信 タ イ ミ  
ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が １ で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 以 上 に 亘 っ て 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ た 後 で あ っ て 計 数 通 知 の 送  
信 タ イ ミ ン グ と な る 前 に 計 数 ス イ ッ チ が 離 さ れ 、 か つ 再 度 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ て 計 数  
ス イ ッ チ が 離 さ れ た 後 で 計 数 通 知 の 当 該 送 信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が 所  
定 値 で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ る
遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、
  計 数 ス イ ッ チ を 有 し 、
  計 数 通 知 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ り 、
  計 数 通 知 に は 計 数 点 情 報 が 含 ま れ て お り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て い な い と き に 計 数 通 知 の 送 信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が ０ で あ  
る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 が 経 過 す る よ り も 前 に 計 数 ス イ ッ チ が 離 さ れ た 後 で 計 数 通 知 の 送  
信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が １ で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で  
あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 以 上 に 亘 っ て 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ て い る と き に 計 数 通 知 の 送  
信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が 所 定 値 で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可  
能 で あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 が 経 過 す る よ り も 前 に 計 数 ス イ ッ チ が 離 さ れ た 後 で あ っ て 計 数 通  
知 の 送 信 タ イ ミ ン グ と な る 前 に 再 度 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ て い る と き に 当 該 送 信 タ イ ミ  
ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が １ で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ り 、
  遊 技 機 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 を 超 え て い る 所 定 の 状 況 に て 、 計 数 ス イ ッ チ が  
押 下 さ れ て か ら 特 定 期 間 以 上 に 亘 っ て 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ た 後 で あ っ て 計 数 通 知 の 送  
信 タ イ ミ ン グ と な る 前 に 計 数 ス イ ッ チ が 離 さ れ 、 か つ 再 度 計 数 ス イ ッ チ が 押 下 さ れ て 計 数  
ス イ ッ チ が 離 さ れ た 後 で 計 数 通 知 の 当 該 送 信 タ イ ミ ン グ と な っ た 場 合 は 、 計 数 点 情 報 が 所  
定 値 で あ る 計 数 通 知 を 外 部 に 対 し て 送 信 可 能 で あ る
遊 技 機 。
  ま た 、 本 発 明 は 、
　 電 源 投 入 時 の 処 理 に て Ｒ Ｗ Ｍ チ ェ ッ ク の 結 果 異 常 と 判 断 さ れ た 場 合 は 、 全 て の Ｒ Ｗ Ｍ 領  
域 を 初 期 化 す る 処 理 と 、 電 源 復 帰 タ イ マ を セ ッ ト す る 処 理 と 、 が 実 行 可 能 で あ る
遊 技 機 で あ っ て も よ い 。
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